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●世帯数 128,738（317減） （令和4年9月1日現在、（　）は前月比）
●人　口 男  130,327 （223減）  女  129,947 （135減）
 計  260,274 （358減）  うち外国人住民数 5,378

10月1日号令和4年（2022年） （第2004号）

新型コロナワクチン オミクロン株対応ワクチンのお知らせは最終ページをご覧ください。

市では、ごみの発生抑制のため、食品ロス削減に取り組んでいます。

食品ロスを削減していくためには、

一人ひとりが食べ物を大切にしなければなりません。

10月は「食品ロス削減月間」です。

日々の生活で「もったいない」の気持ちを持って、

食品ロス削減に取り組んでみませんか。

食品ロス削減のためにできる取組等は2ページをご覧ください。

もったいない  その一言が  まず一歩 令和3年度ごみ減量対策・3R推進
標語コンクール優秀作品
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凡例：日日程・日時 場会場・場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 出出演 他その他 申申込み 問問合せ HPホームページ 市ドメイン@city.fuchu.tokyo.jp

問  資源循環推進課
（☎335-4437）

 食品ロスは
 もったいない！

食べ残しをしない

果物や野菜の皮を厚くむかない

野菜の皮や芯を料理に生かす

買い物の前に、冷蔵庫を確認して買い過ぎを防ぐ

使いきれない食品は譲る、寄付する

食品ロスとは、本来食べることができたはずなのに、捨てられてしまった食品のことをいいます。
国内では、食品ロスが年間522万トン（令和2年度推計）発生しています。
これは国民1人当たりが、毎日お茶碗約1杯分（約113グラム）の食べ物を捨てていることになります。

食品ロスは、日々の生活で気を付ければ減らすことができます。

522万トンの食品ロスのうち、約半分（247万トン）は家庭から出たものです。　

●家庭から出る食品ロスの主な原因
•直接廃棄 … 賞味・消費期限切れ等により、食べられずに捨てられること
•食べ残し … 食事で残したものが捨てられること
•過剰除去 … 野菜の皮を厚くむくなど、食べられる部分まで除いて捨てられること

日  10月24日（月）から28日（金）の午前9時～午後4時
場  市役所1階市民談話室
内   フードドライブへの提供のために購入したものではなく、
自宅等で長期間消費しなかったもののうち、賞味期限が1
か月以上先で、未開封かつ生鮮食品でない食品（調味料以
外の酒類不可）の募集

　市では、食品ロスの削減を目的として、家庭で余って
いる食品をフードバンク団体を通じて必要としている
方に寄付するフードドライブを実施しています。

食品ロスって何？

食品ロスの半分は家庭から

　市と地域活性化包括連携協定を結んでいるセブン-イレブンの市内店舗に手前どりポッ
プを設置しています。
　手前どりを行うことで、期限切れによって廃棄される食品ロスを削減することができます。
　購入してすぐに食べる場合は、商品棚の手前にある賞味期限や消費期限が近い商品を積
極的に選びましょう。

セブン-イレブンに手前どりポップを設置

食品ロスを減らすために日々の生活でできること

フードドライブ

10月の開催

店舗からの食品ロスを減らそう！

過去のフードドライブで集まった食品
令和3年度は約2.2トンの食品が提供されました！

直接廃棄
26％

食べ残し
16.18％

調理くず
57.82％

食品食品ロスロス削減月削減月間
1010月は月は

市内で
調査を実施 過剰除去・

不可食部分

市内の
食品廃棄物の量
1万3779トン
（推計値）
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府中市メール配信サービスへの登録はt-fuchu@sg-p.jpへ空メールを送信

　市立・私立保育所（園）・地域型保育事業の入所
申込み・保育認定申請を受け付けます。
■郵送受付（1次募集のみ）
申10月4日（火）から31日（月）（必着）に、郵送記
録が残る簡易書留等の郵送で、必要書類を
〒183-8703保育支援課へ
■窓口受付
日11月1日（火）から18日（金）の平日の午前9時
～11時半、午後1時半～5時／12日（土）・13日
（日）午前9時～11時半
場市役所3階会議室

◆　共通項目　◆
　受入予定人数や必要書類、決定通知の送付時
期等の詳細は、10月3日（月）以降に公表する市の
HPや申込み案内をご確認ください。
　令和5年2月3日（金）までに出産
予定の方も申込みができます。

　市立・私立保育所（園）のすくすく保
育（障害児等保育）の入所申込みを受け
付けます。
対次の全てに該当する未就学児
○心身の障害や発達の遅れの診断を受
けていること
○保護者の就労や病気等で、保育を必
要とすること
○集団保育が可能で、日々の通所（園）
ができること

申11月28日（月）から12月2日（金）の
午前8時半～午後5時に、必要書類を市
役所5階同課へ／郵送不可
※必要書類や親子面接の実施時期等の
詳細は、10月3日（月）以
降に公表する市の HPや
申込み案内をご確認く
ださい。

　医療的ケア児（日常生活において医療的ケアが必要な子
ども）の市立保育所の入所に当たり、医療的ケア実施申込み
を受け付けます。
対次の全てに該当する未就学児
○3歳児クラス以上であること
○日常的に保護者が行っている医療的ケアが確立し、安定
した医療的ケアが行われていること
○保護者の就労や病気等で、保育を必要とすること
○集団保育が可能で、日々の通所ができること
受入予定人数2人
申10月17日（月）から25日（火）の平日の午前8時半～午後5
時に、必要書類を市役所5階同課へ／郵送不可
※対応可能な医療的ケアの内容や必要書類、親子面接の実施
時期等の詳細は、市のHPや申込み案内をご確認ください。
※10月下旬に、申込者に医療的ケア実施可否
判定通知書を送付します。実施可と判定され
た方は、11月下旬に医療的ケア児の入所申
込みができます。

• 令和4年度に申し込んだ方で、入所・転所ができていない方も改めて申込みが必要です。
•申込みに当たっては、市のHPや申込み案内を必ずご確認ください。

令和5年4月1日 （土）入所令和5年4月1日 （土）入所
保育所等の入所申込みに関するお知らせ保育所等の入所申込みに関するお知らせ

問保育支援課（☎335-4172）

保育所等の入所申込み受付 すくすく保育（障害児等保育）の
入所申込み受付

10月3日（月）から配布開始
申込み案内の配布場所（ダウンロード可）

医療的ケア実施申込み受付

（表1）

区　分
健全化判断比率

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
令和3年度決算等に
基づく比率

―
（△8.22%）

―
（△23.29%） 3.2% ―

（△81.8%）
早期健全化基準 11.25% 16.25% 25.0% 350.0%
財政再生基準 20.00% 30.00% 35.0%
※「―」は赤字額、将来負担見込額がないことを示しています。
※ （  ）内は計算により算出された参考数値で、マイナスの値は黒字の割合、将来負担に対する余裕の程度を示して
います。

（表2）

区　分
資金不足比率

競走事業会計 下水道事業会計
令和3年度決算等に
基づく比率

―
（△7.2%）

―
（△22.3%）

経営健全化基準 0.0% 20.0%
※「―」は赤字額がないことを示しています。
※ （　）内は計算により算出された参考数値で、マイナスの値は黒字
の割合を示しています。
※ 資金不足比率の「経営健全化基準」は健全化判断比率の「早期健全
化基準」に相当します。

令和3年度決算等に基づく「地方公共団体の財政の健全性に関する比率」を算定しました。
問財政課（☎335-4025）

　この法律では、一般会計だけでなく、市の全ての会計、関連する一部事務
組合、第三セクター等の決算状況を合わせて比率を算定します。
　比率のいずれかが「早期健全化基準」以上の場合には、財政健全化計画の
策定等の自主的な改善努力が必要となります。さらに比率が悪化した「財政
再生基準」以上の場合には、財政破綻とみなされて国の関与が強まり、財政
再生計画の策定等の改善努力が義務付けられています。

■健全化判断比率
　市の健全化判断比率は、下の表1のとおり、いずれも早期健全化基準を大き
く下回り、財政運営が健全であることを示しています。しかし、公共施設の老
朽化対策等を考慮すると、健全財政を維持していくためには、引き続き財源の
確保に努めるとともに、事務事業の見直しに取り組んでいく必要があります。
●実質赤字比率…市の一般的な歳入規模を示す標準財政規模に対する一般

市の財政の健全性に関する比率の算定

会計等の実質赤字額の割合は、赤字額がありませんでしたので、比率は算
定されません
●連結実質赤字比率…標準財政規模に対する全ての会計の実質赤字額の割
合は、赤字額がありませんでしたので、比率は算定されません
●実質公債費比率…標準財政規模に対する市の借入金返済額と東京たま広
域資源循環組合等の一部事務組合の借入金返済額のうち市の負担分等の
割合は、令和元年度から令和3年度の3年間の平均で3.2%です。早期健全
化基準である25.0%を大きく下回っています
●将来負担比率…標準財政規模に対する一部事務組合や第三セクター等を
含む市が将来負担すべき実質的な負債の大きさの割合は、負担すべき実
質的な負債はありますが、それ以上に基金や返済に充てる歳入が見込ま
れることから、計算上、将来負担見込額はありませんでしたので、比率は
算定されません
■資金不足比率
　事業の規模に対する競走事業会計と下水道事業会計の資金の不足額の割
合は、資金不足額がありませんでしたので、下の表2のとおり、比率は算定さ
れません。

◆令和3年度決算等に基づく比率◆

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要

市の財政の健全性に関する比率の算定結果

•市役所5階保育支援課　　　　　　　　 •各認可保育所　　　•子ども家庭支援センター「たっち」
•子育て世代包括支援センター「みらい」　•市政情報センター　•男女共同参画センター「フチュール」
•子ども発達支援センター「あゆの子」（すくすく保育のみ）
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市役所市民相談室の各種相談は
当日午前8時半から先着順で受付（法律相談を除く）
※電話可（☎366-1711）
税務相談…4日・11日・18日・25日（火）午後1時～4時
行政相談…4日・18日（火）午後2時～4時
※18日（火）午前10時～午後4時は、フォーリスでの街頭相談です。
遺言書等暮らしの書類作成相談…13日（木）午後1時～4時
不動産取引相談…13日・27日（木）午後2時～4時
人権身の上相談…6日・20日（木）午後2時～4時
交通事故相談…11日・25日（火）午後1時半～4時
登記相談…21日（金）午後1時～4時
住宅建築相談…20日（木）午後2時～4時
外国人相談…月～金曜日　午前8時半～午後5時
法律相談…月・水・金曜日　午後2時～4時半
（相談日の2週間前から予約受付、各先着順）
労務相談…27日（木）午後2時～4時
犯罪被害者等支援相談…月～金曜日　午前8時半～午後5時
福祉の相談（月～金曜日　午前8時半～午後5時）

福祉総合相談…生活福祉課（☎335-4191）
生活保護相談…生活福祉課（☎335-4038）
高齢者福祉相談…高齢者支援課（☎335-4496）
心身障害者福祉相談…障害者福祉課（☎335-4962）
精神福祉相談…障害者福祉課（☎335-4022）
保健相談…保健センター（☎368-6511）
母子・父子自立支援相談…子育て応援課（☎335-4240）

子ども家庭支援センター「たっち」（☎354-8701）
子どもと家庭の総合相談…月～金曜日　午前10時～午
後6時／祝日の受付可

青年総合相談（☎090-5408-2667）
水曜日　午後1時～5時、土曜日　午前9時～午後1時／
電子メール可
教育センター（月～金曜日　午前9時～午後5時）
教育相談…（☎360-4188）／就学相談…（☎364-6620）

オンブズパーソンの面談日時
ご自身の利害にかかわる市政についての相談は、この
面談をご利用ください
11日（火）・24日（月）…河野泰義氏（大学客員教授）
3日・17日・31日（月）…近藤わかな氏（弁護士）
午後1時～4時　市役所1階市民相談室
※ 17日（月）午後1時半～4時は、新町文化センターでの
出張相談です。
※ 面談日時以外は、月～金曜日
の午前8時半～午後5時に事
務局職員が受け付け、オンブ
ズパーソンに引き継ぎます。
オンブズパーソン事務局（☎
366-1711＝市民相談室内）

10月の相談とオンブズパーソンの面談日
年金相談 月～金曜日  午前9時～午後4時  保険年金課（☎335-4066）

市政情報センター（☎336-1818）
法律相談…8日・22日（土）午前9時～11時半（相談日の2週間前から
予約受付、各先着順）※電話可／年金・労災・雇用保険相談…15日（土）
午前9時～正午（午前9時から先着受付順）

消費生活センター（☎360-3316）
消費生活相談…月～金曜日　午前10時～正午、午後1時～4時（市民
活動センター「プラッツ」休館日を除く）
男女共同参画センター「フチュール」相談室（☎351-4602）

女性問題相談（女性への暴力等）…月～土曜日　午前9時～正午、午後
1時～5時（電話・面接、土曜日は電話のみ）、水・金曜日　午後6時～9
時（電話）

聴覚障害者手話通訳（FAX368-6126）
毎週金曜日　午前10時～午後4時
心身障害者福祉センター総合相談（☎360-1313／FAX368-6127）
月～金曜日、第1・3土曜日　午前9時～午後5時（㊋㊍は午後7時まで）
地域福祉コーディネーターによる困りごとなんでも相談

月～土曜日　午前9時～午後5時（☎334-3040）
権利擁護センターふちゅうの相談（☎360-3900）

成年後見等利用支援相談…月～金曜日　午前9時～午後5時

※ 新型コロナウイルス感染状況によっては、
　中止もしくは電話相談になる場合があります。

凡例：日日程・日時 場会場・場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 出出演 他その他 申申込み 問問合せ HPホームページ 市ドメイン@city.fuchu.tokyo.jp

所在地 医療機関名
朝日町 朝日町クリニック（☎352-5233）、新谷医院（☎361-9419）

白糸台
府中ゆずクリニック（☎370-1816）、中島整形外科医院（☎366-2557）、
康野診療所（☎365-3666）、かつら医院（☎352-7778）、
ふの内科クリニック（☎358-8128）、慈秀病院（☎369-1511）、
おき医院（☎354-1277）、武蔵野台クリニック内科・消化器内科（☎360-8866）

押立町 品田医院（☎368-5598）、いづみ内科（☎042-490-3031）
小柳町 ながた内科クリニック（☎369-0707）、野々田小児科内科（☎369-2561）

若松町
たにざき循環器内科クリニック（☎319-0056）、
ファミリートクリニック（☎369-1161）、小木曽内科眼科医院（☎336-3848）、
東府中病院（☎364-0151）、ほさかクリニック（☎358-9901）、
えはら医院（☎336-7676）

天神町 森田小児科医院（☎366-1050）、天神町クリニック（☎361-5505）

新　町 新町クリニック（☎354-1878）、富谷整形外科医院（☎364-0083）、府中新町医院（☎367-2122）、河村医院（☎361-6825）
幸　町 若栗医院（☎361-3181）

府中町

杉本内科・消化器科（☎368-5814）、府中腎クリニック（☎366-8909）、
片山クリニック（☎366-2791）、三ツ木内科クリニック（☎333-9595）、
なのはなクリニック（☎358-4158）、府中診療所（☎365-0321）、
木田医院（☎368-5688）、幸町IVFクリニック（☎365-0341）、
府中レディースクリニック（☎358-5558）、
津久井内科おなかクリニック（☎306-5828）、
いしい内科・小児科（☎352-3030）、
みんなのホームクリニック（☎319-9336／訪問のみ）

緑　町 府中クリニック（☎366-5483）、ミドリ・クリニック（☎352-2060）、赤須内科クリニック（☎334-0780）、武井耳鼻咽喉科（☎306-8411）

宮　町 もとじ内科クリニック（☎352-6350）、府中あおばクリニック（☎361-5595）、あすなろクリニック（☎354-6855）、松尾医院（☎361-3263）

清水が丘
おおば内科泌尿器科クリニック（☎042-401-2134）、久米医院（☎335-1515）、
武蔵野医院（☎361-4460）、正田整形外科・内科（☎362-8434）、
府中あゆみクリニック（☎363-5136）

是　政
野本医院（☎363-2736）、さとみクリニック（☎340-8688）、
共済会櫻井病院（☎362-5141）、これまさクリニック（☎306-9866）、
平林医院（☎365-3550）

所在地 医療機関名
南　町 府中朝倉クリニック（☎352-7787）、南町医院（☎360-2611）
本　町 久米井医院（☎361-7848）、加藤内科（☎366-2277）
片　町 ベルファミリークリニック（☎314-0660）、若林医院（☎362-1611）

宮西町 府中脳神経外科診療所（☎360-7655）、真鍋眼科（☎361-2912）、村上医院（☎361-2071）

寿　町

寿町腎・内科クリニック（☎361-5750）、赤澤クリニック（☎358-2255）、
府中駅前耳鼻科（☎367-4025）、
第2津久井内科おなかクリニック（☎314-2317）、
寿町クリニック（☎354-3111）、あさの循環器内科クリニック（☎366-5555）、
おおにし内科クリニック（☎319-1025）

日鋼町 ジェイタワークリニック（☎330-7318）
晴見町 今井内科（☎361-4613）、府中医王病院（☎362-4500）、髙野医院（☎361-9578）
栄　町 協和診療所（☎361-3296）、愛和診療所（☎314-1551）
武蔵台 前田内科・循環器科（☎321-0206）、ちほ内科クリニック（☎323-1068）
北山町 浅川医院（☎042-572-3812）

西原町
河合クリニック（☎042-580-4500）、
杉原整形外科クリニック（☎042-501-9231）、
西原町脳神経外科クリニック（☎042-571-9571）、
野崎医院（☎042-572-9621）

美好町 府中病院（旧奥島病院）（☎360-0033）、分倍医院（☎361-4722）、美好腎クリニック（☎366-8333）、みやもと耳鼻咽喉科（☎306-5755）
分梅町 武藤医院（☎365-1701）

住吉町

みね内科クリニック（☎302-8550）、中河原内科クリニック（☎351-0267）、
日野クリニック（☎330-3600）、村木整形外科（☎366-2717）、
井手医院（☎361-9458）、深澤内科呼吸器科クリニック（☎366-6600）、
石田医院（☎334-2223）、きずなクリニック（☎366-1200）、
府中恵仁会病院（☎365-1211）

四　谷 府中よつやクリニック（☎336-7222）、まさやホームケアクリニック（☎367-3515／訪問のみ）
日新町 府中日新町内科クリニック（☎369-3600）

西府町 西府駅前クリニック（☎362-7711）、中村内科クリニック（☎362-2112）、中村整形外科（☎369-6206）

◆インフルエンザ予防接種市内協力医療機関◆

お知らせii
高齢者の方等への
インフルエンザ予防接種
期間令和5年1月31日（火）まで
日 場下の表の各協力医療機関の診療
時間内
対次のいずれかに該当する市民
○接種時に65歳以上の方
○ 接種時に60～64歳で心臓・腎臓・呼
吸器機能障害、またはヒト免疫不全
ウイルスによる免疫機能障害で身体
障害者手帳1級の方（接種時に身体障
害者手帳が必要）
○ 生活保護受給世帯、中国残留邦人等
の生活支援給付を受けている方（接
種時に受給証明書が必要）

費無料（1人1回）
※ 接種時に、健康保険証、医療受給者証、
高齢受給者証、後期高齢者医療被保
険者証、またはこれらに相当するもの

のいずれかを持参してください。
問保健セン

ター（☎368-6511）
市民保養所「やちほ」
年末年始抽せん期間の利用受付
期間 12月29日（木）から令和5年1月
3日（火）
対市、または佐久穂町に住民票がある
方
申 10月14日（金）までの午前8時半
～午後6時に、市民保養所「やちほ」
（☎0120-210446）へ／電子メール
（yachiho183 市ドメイン）可（代表者
の住所・氏名（ふりがな）・電話番号、
宿泊希望日（2泊まで、第2希望ま
で）、宿泊人数（中学生以上、小学生以
下、3歳未満の各人数）を記載）
※申込み多数の場合は、10月20日
（木）午後2時に、市役所3階会議室
で公開抽せんを行い、抽せん後に
空き室が出た場合は、11月14日
（月）午前8時半から同保養所で先
着順に受け付けます。

問産業振興課（☎335-4125）

落ち葉の銀行
　3人以上の市民で構成する団体が
収集した公園等の落ち葉を、市が回
収して腐葉土を作り、翌年、落ち葉の
回収量に応じて、団体に腐葉土を配
布します。
　新たにこの制度を利用する団体
は、市のボランティアとして道路や公
園等の管理活動を行うインフラ管理

ボランティア制度の登録が必要です。
問環境政策課（☎335-4315）

私立幼稚園児の募集
　令和5年度私立幼稚園児を募集しま
す。日程や募集人数、申込み方法等は、
各幼稚園にお問い合わせ
ください。電話番号は市の
HPに掲載しています。
問保育支援課（☎335-4172）

図書館10月のおはなし会
　図書館のおはなし会は、図書館
のHPでご案内しています。
問 中央図書館（☎
362-8647）

休館・休止
■武蔵台・住吉図書館
　11月8日（火）・9日（水）／蔵書点検
のため
問武蔵台図書館（☎042-576-6390）、
住吉図書館（☎360-5775）
■公共施設予約システム
　10月13日（木）午前1時～6時／定
期保守点検のため
問情報戦略課（☎335-4057）

掲示板




